
文教民生委員会  会議記録  

    

１  期 日   令和７年 12月 15日（月）  

              午前９時 25分  開会  

              午前 11時 23分  閉会  

２  場 所   第２委員会室  

３  出 席 委 員    委 員 長 石田   清  

副委員長  小森  弘詞  

委   員  岡本  昭治、北原  大策、  

     谷出  裕子、中尾  浩二、  

義本  みどり  

４  欠 席 委 員    なし  

５  説 明 員   （別紙のとおり）  

６  傍 聴 議 員    なし  

７  事 務 局 職 員    主   幹  中川  光典  

８  会議に付した事件    （別紙のとおり）  

                 

             文教民生委員長    石田   清  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



文 教 民 生 委 員 会 ・ 分 科 会 次 第 

 
         日時：2025年 12月 15日（月）９:30 ～ 

場所：第２委員会室  

１ 開  会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 協議事項 
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  ア 委員会審査 
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（2）意見・要望のまとめ 
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  イ 内容  

 

（5）その他 

 

４ 報告事項 

（1）損害賠償請求事件の判決について（高年介護課） 

（2）豊岡市地域医療計画について（健康増進課） 

 

５ 閉  会 
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午前９時２５分開会 

○委員長（石田  清） ただいまから文教民生委員

会を開催いたします。 

 皆さん、おはようございます。 

 本日は、議案１２件の審査を行います。 

 また、健康福祉部から２件の報告を受けます。 

 なお、一般会計に関する予算関係議案につきまし

ては、予算決算委員会に付託され、当委員会は、文

教民生分科会として担当部分の審査を分担するこ

とになります。 

 したがいまして、議事の進行は、委員会と分科会

を適宜切り替えて行いますので、ご協力をお願いし

ます。 

 着席させてもらいます。 

 これより協議事項（１）、これですね、委員会・

分科会次第の中にあります協議事項（１）、付託・

分担案件の審査に入ります。 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓの上のフォ

ルダー、文教民生委員会２０２５、１２月１５の中

に配信しております委員会資料の２ページ、議案付

託・分科会分担表をご覧ください。 

 審査日程ですが、まず、委員会付託された議案の

うち、報告第１８号、専決第１１号から第１２０号

議案までの説明、質疑、討論、表決を行い、次に、

当分科会に分担された第１２１号議案についての

賛否の確認を行い、その後、残りの第１２２号議案

からの委員会審査を行います。 

 次に、報告事項を挟み、続いて、委員会及び分科

会意見、要望等の取りまとめを行います。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明、質疑、答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔

明瞭に行うなど、スムーズな審議進行にご協力をお

願いいたします。 

 また、発言は、委員長指名の後、必ず課名と名字

をお願いします。 

 それでは、まず、報告第１８号、専決したものの

承認を求めることについて、専決第１１号、損害賠

償の額を定めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 幼児育成課、向原課長、どうぞ。 

○幼児育成課長（向原 芳江） 議案書の９ページを

ご覧ください。報告第１８号、専決処分したものの

承認を求めることについてご説明いたします。 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法

の規定により専決処分いたしましたので、同法の規

定により議会へ報告し、承認をお願いするものです。 

 １１ページをご覧ください。専決第１１号、損害

賠償の額を定めることについてご説明いたします。 

 本件は、令和７年９月９日、午後３時５０分頃、

市役所本庁舎北駐車場内で発生しました物損事故

について、令和７年１１月１４日付で専決処分した

ものでございます。損害賠償額は５７万６，７１８

円であり、相手方及び事故の概要につきましては記

載のとおりでございます。 

 概要について、もう少し詳しく説明いたします。

幼児育成課職員が公用車に荷物を積み込むために

北駐車場内で停車した際に、別職員が車両のバック

ドアを開けたため、とっさに後方の安全確認をしよ

うとしました。その際、ギアがパーキングに入って

おらず、ゆっくり前進したことに慌て、アクセルと

ブレーキを踏み間違い、前方に駐車中の相手方車両

に衝突し、損害を与えたものです。幸い、相手方車

両には、乗車している方はいませんでした。 

 今回の事故は、運転者の運転操作の誤りによる事

故です。幼児育成課職員は、学校園や放課後児童ク

ラブを訪問するなど、日々公用車で出かけています。

事故後、直ちに状況や原因について情報共有を図り、

安全運転の徹底について、改めて周知を行ったとこ

ろです。今後も常に安全意識を持ち、集中して運転

することで交通事故の予防に努めてまいります。 

 このたびは誠に申し訳ございませんでした。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（石田  清） お諮りいたします。本件は、

承認すべきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第１８号、専決第１１号は、承認すべき

ものと決定しました。 

 次に、第９７号議案、豊岡市立但東健康福祉セン

ターの指定管理者の指定期間変更についてを議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 社会福祉課、梶原課長。 

○社会福祉課長（梶原 博和） それでは、議案書の

４９ページをご覧ください。（発言する者あり） 

○委員長（石田  清） よろしいか。 

 どうぞ。 

○社会福祉課長（梶原 博和） 第９７号議案になり

ます。第９７号議案、豊岡市立但東健康福祉センタ

ーの指定管理者の指定期間変更についてにつきま

しては、令和６年１２月２５日に議決のありました

第９３号議案に係る指定管理者の指定期間を変更

するため、地方自治法の規定により議会の議決を求

めるものになります。 

 豊岡市立但東健康福祉センターにつきましては、

昨年度、施設の活用策の結論が出ていなかったため、

指定管理期間を１年間延長して、今年度末までの指

定管理期間としていましたが、同施設を含めました

但東庁舎周辺の公共施設の在り方につきまして、地

域住民と共に検討していくこととしたため、指定期

間を１年延長し、令和９年３月３１日までとするも

のになります。 

 なお、公の施設の概要等につきまして、５１ペー

ジ以降に添付しておりますので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 異議なしと認めます。よっ

て、第９７号議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、第１０７号議案、豊岡市立国民健康保険資

母診療所の設置及び管理に関する条例等の一部を

改正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課、武田参事。 

○健康増進課参事（武田 満之） ９９ページをご覧

ください。第１０７号議案、豊岡市立国民健康保険

資母診療所の設置及び管理に関する条例等の一部

を改正する条例制定についてご説明いたします。 

 本案は、豊岡市立国民健康保険資母診療所及び豊

岡市立診療所の往診または訪問診療に係る自動車

使用料及び診断書等の交付に係る手数料を引き上

げるため、また、豊岡市立休日急病診療所及び豊岡

市立但東歯科診療所の診断書等の交付に係る手数

料を引き上げるため、所定の改正を行うものです。 

 内容につきましては、条例案要綱により説明いた

しますので、１０３ページをご覧ください。 

 まず、改正条例の第１条、第２条で、豊岡市立国

民健康保険資母診療所の設置及び管理に関する条

例及び豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条

例で規定する往診または訪問診療に係る自動車使

用料及び診断書等の交付に係る手数料の引上げの

改正を行うものとしています。 

 次に、改正条例第３条、第４条で、豊岡市立休日

急病診療所の設置及び管理に関する条例及び豊岡

市立但東歯科診療所の設置及び管理に関する条例

で規定する診断書等の交付に係る手数料の引上げ

の改正を行うものとしています。 

 具体的に、自動車使用料の額につきましては、片

道の使用距離が２キロメートル以下の場合は３０

０円とし、当該距離が２キロメートルを超える場合

は、３００円にその超える距離、２キロメートルま
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でごとに１００円を加算した額とします。 

 また、診断書等の交付に係る手数料の額につきま

しては、全ての文書において、１通当たり５％程度

引き上げるものとします。 

 附則で、この条例の施行期日を令和８年４月１日

からとしています。 

 また、経過措置として、改正後の往診等自動車使

用料は、条例施行後の往診等に適用し、同日前に受

けた往診等に係る自動車使用料は、従前の例による

こととし、同様に、改正後の診断書等の手数料は、

条例施行後に申請を受ける診断書等に適用し、同日

前に申請を受けた診断書等の手数料は、従前の例に

よることといたします。 

 なお、１０４ページから１０９ページに条例の新

旧対照表を添付しておりますので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） すみません、ちょっと１点だ

け確認をさせてください。 

 今の各料金の改定が示されてるんですけども、こ

の改定率とか金額の基準っていうのは、どこかほか

のところにあるものを適用してるのか、豊岡市だけ

が考えてるんかとか、その点だけちょっと確認させ

てください。 

○委員長（石田  清） 武田参事。 

○健康増進課参事（武田 満之） こちらにつきまし

ては、基本的には車両を含まない燃料費とか、あと

ランニングコストに係るような費用ですね、そちら

のほうは２０１９年度以降改正をしていないとい

うようなことがありまして、そちらのほうの燃料と

か、そういうような消耗品等の費用のほうが上がっ

ているということで、距離１キロ当たり大体１００

円程度、金額はかかっているということで、そちら

のほうを金額を上乗せさせていただいてるという

か、そちらの分を見ていただけるような形で今回改

正をさせていただいております。 

 あと、交付に関係するものにつきましては、こち

らについても開所以来、交付の手数料というのは変

えていないんですけれども、人件費等が上がってい

るというような関係で、５％程度の料金の手数料の

値上げをさせていただいております。 

○委員長（石田  清） よろしいか。 

○委員（岡本 昭治） よろしいです。 

○委員長（石田  清） ほかに質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０７号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１７号議案、豊岡市立図書館の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 教育総務課、川崎課長。 

○教育総務課長（川崎 智朗） １８３ページをご覧

ください。第１１７号議案、豊岡市立図書館の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定

についてご説明申し上げます。 

 本案は、利用が少ない会議室を廃止するとともに、

受益者負担の適正化等の観点から、視聴覚・講演室

の使用区分を１時間単位に変更しようとするもの

でございます。 

 １８６ページをご覧ください。条例案要綱により

ご説明いたします。 

 １の改正内容ですが、会議室を廃止するとともに、

視聴覚・講演室の使用料について、使用区分を各時

間帯から１時間単位に変更し、冷暖房を使用する場

合の加算額を含めることとしております。 

 ２の附則において、この条例は、令和８年４月１

日から施行すること及びこの条例の施行に係る経

過措置を定めております。 

 １８７ページに新旧対照表を添付しております
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ので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１７号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１８号議案、豊岡市立小学校、中学校

及び義務教育学校の設置に関する条例の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 教育施設課、谷口課長。 

○教育施設課長（谷口 祥規） 議案書の１８９ペー

ジをご覧ください。よろしいでしょうか。 

 第１１８号議案、豊岡市立小学校、中学校及び義

務教育学校の設置に関する条例の一部を改正する

条例制定についてご説明いたします。 

 本案は、小坂小学校と小野小学校が２０２６年４

月１日で統合することにより、所要の条例改正をす

るものです。 

 １９２ページをご覧ください。条例案要綱により

ご説明いたします。 

 改正の内容につきましては、別表から小野小学校

を廃止することと、条例の施行期日につきましては、

令和８年４月１日に施行することといたしており

ます。 

 １９３ページに新旧対照表を添付しております

ので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１８号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１９号議案、豊岡市立放課後児童クラ

ブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 幼児育成課、向原課長。 

○幼児育成課長（向原 芳江） それでは、議案書の

１９５ページをご覧ください。第１１９号議案、豊

岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例制定についてご説明い

たします。 

 本案は、小坂小学校及び小野小学校の統合に伴い、

小野放課後児童クラブを廃止しようとするもので

す。 

 １９８ページの条例案要綱をご覧ください。改正

の内容は、小野放課後児童クラブを廃止するもので、

附則で、この条例は、令和８年４月１日から施行す

ることとしております。 

 １９９ページに新旧対照表を添付しております

ので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 異議なしと認めます。よっ

て、第１１９号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次に、第１２０号議案、豊岡市乳児等通園支援事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 幼児育成課、向原課長。 

○幼児育成課長（向原 芳江） それでは、議案書の

２０１ページをご覧ください。第１２０号議案、豊

岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例制定についてご説明いたします。 

 本案は、児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支

援事業、通称こども誰でも通園制度の設備及び運営

に関する基準を定めようとするものです。 

 ２０３ページをご覧ください。条例の主な内容に

つきましてご説明いたします。 

 第１条で児童福祉法第３４条の１６第１項の規

定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準を定めるものとすること、第２条では、

条例に定める基準は、事業等を行う者が暴力団等と

関係を有する者であってはならないこと並びに暴

力団の支配を受けてはならないことのほかは、内閣

府令の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準に定められた基準のとおりとすることにつ

いて定めております。 

 なお、この条例は、附則で、令和８年４月１日か

ら施行することといたしております。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２０号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午前９時４７分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時４７分 分科会開会 

○分科会長（石田  清） ただいまより文教民生分

科会を開会します。 

 まず、第１２１号議案、令和７年度豊岡市一般会

計補正予算（第６号）を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で、一気に説明を

お願いします。 

 なお、説明は、歳出、続いて、所管に係る歳入、

債務負担行為、最後に、地方債の順でお願いします。 

 なお、質疑は、全部署の説明が終わった後に一括

して行います。 

 それでは、くらし創造部から順次説明をお願いし

ます。 

 くらし創造部生活環境課、和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） それでは、生活環境

課分についてご説明申し上げます。 

 まず、歳出から説明いたします。議案書の２３１

ページをご覧ください。（発言する者あり） 

○分科会長（石田  清） どうぞ。 

○生活環境課長（和田 哲也） 説明欄の下から２つ

目の枠の基金管理費のうちの財政調整基金積立金

です。６０万円の減額となっていますが、このうち

生活環境課分については、１０万円を増額するもの

でございます。これは、９月１４日にコウノトリ但

馬空港駐車場で開催されましたデコトラチャリテ

ィーイベントの収益金の一部１０万円を交通安全

対策事業で活用いただきたいということで寄附を

いただきましたので、財政調整基金に積み立てるも

のでございます。 

 続きまして、２４５ページをご覧ください。上の

表の説明欄の一番上、斎場管理費です。火葬の際の

燃料費等の値上げに対応するため、燃料費を７２万
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８，０００円、光熱水費を１３万６，０００円の合

計８６万４，０００円を増額するものでございます。 

 続きまして、真ん中の表の説明欄２枠目をご覧く

ださい。塵芥処理事業費です。北但行政事務組合の

令和６年度の決算確定によるものと、新文化会館整

備事業で建設予定地だった場所から掘り起こされ

た残渣を豊岡最終処分場へ搬入、埋め立てたことに

よりまして、関係市町負担金を精算されたもので、

１，２９８万円の減額となっています。 

 続きまして、歳入について説明いたします。２２

５ページをご覧ください。真ん中の表、一般寄附金

１０万円につきましては、歳出で説明いたしました

デコトラチャリティーイベントの収益金の一部を

寄附いただいたものでございます。 

 最後に、債務負担行為補正についてご説明いたし

ます。２１１ページをご覧ください。まず、上から

５枠目、指定ごみ袋等作製業務で、限度額６，０３

９万４，０００円としています。ごみ袋の供給が途

切れることのないよう、準備時間等も考慮し、２月

上旬に入札を行う予定としております。 

 続いて、６枠下がっていただきまして、クリーン

作戦水路土砂収集運搬業務でございます。これは、

地区等が実施されるクリーン作戦で発生します水

路等の土砂を処分する業務でございますが、年度末、

年度当初にも切れ目なく業務が実施できるよう、業

務の期間を３月から次の年の２月までとする契約

を締結するために債務負担行為を設定するもので、

限度額を１，００８万２，０００円としています。 

 生活環境課からの説明は以上でございます。 

○分科会長（石田  清） 次、市民部窓口サービス

課、谷垣課長。 

○窓口サービス課長（谷垣 卓宏） それでは、歳出

からご説明いたします。２３５ページをご覧くださ

い。下の枠の下から４行目、戸籍住民基本台帳事務

費６７９万３，０００円です。２０２６年５月２６

日までに振り仮名の届出を行わなかった方につい

て、既に通知を行った仮の振り仮名を市長が職権に

より戸籍に振り仮名として記載することとなるた

め、これに対応する機能を戸籍システムへ追加する

もの及び今年度、戸籍システムの標準準拠システム

への移行作業を行っていますが、共同親権の導入を

柱とした改正民法が２０２６年４月１日に施行さ

れることが決定されたため、その内容を踏まえた標

準準拠システムへの移行作業に変更する業務委託

の費用でございます。 

 次に、２３７ページをご覧ください。上から２つ

目の枠、人口動態調査費６，０００円は、県からの

委託費増額に伴うものでございます。 

 なお、歳入についても同額計上しておりますが、

同様の理由ですので、この後の歳入の説明は省略さ

せていただきます。 

 続いて、歳入についてご説明いたします。２２３

ページをご覧ください。上から２つ目の枠の１行目、

社会保障・税番号制度システム整備費補助金３４４

万円は、仮の振り仮名を職権記載するための戸籍シ

ステム改修費用に係る国庫補助金でございます。 

 次に、２２７ページをご覧ください。上から３つ

目の枠の雑入の上から８行目、デジタル基盤改革支

援補助金３３５万３，０００円は、戸籍システムの

標準化移行に伴うシステム改修費用に係る地方公

共団体情報システム機構からの補助金になります。 

 続いて、債務負担行為の設定についてご説明いた

します。２１１ページをご覧ください。上から８枠

目、中段辺り、マイナンバーカードの交付申請支援

システムのサポート期間が２０２５年度で終了い

たします。２０２６年４月以降もマイナンバーカー

ドを円滑に交付・更新するため、今年度中に契約を

締結する必要があることから債務負担行為を設定

するもので、期間を令和８年度から令和１０年度、

限度額を５２８万８，０００円と定めるものです。 

 窓口サービス課は以上です。 

○分科会長（石田  清） では、次に、国保・年金

課、坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） それでは、国保・

年金課所管分の補正予算についてご説明いたしま

す。 

 まず、歳出からです。２３７ページをご覧くださ

い。説明欄下段辺りの国民健康保険事業特別会計
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（事業勘定）繰出金の３７０万円の減額につきまし

ては、国民健康保険事業特別会計への職員給与等繰

入金及び今年度の国保財政安定化支援事業繰入金

の減額によるものでございます。 

 続きまして、２３９ページをご覧ください。説明

欄一番上から乳幼児等医療費助成事業費１，１８１

万円、こども医療費助成事業費１５６万３，０００

円の増額につきましては、いずれも実績見込みによ

り補正を行うものでございます。 

 続きまして、２４１ページをご覧ください。説明

欄一番上の枠内の児童手当給付事務費の４４万６，

０００円につきましては、２０２４年度の子ども・

子育て支援事業費補助金の実績報告に伴いまして

補助金を返還することとなったため、補正を行うも

のでございます。 

 歳出は以上です。 

 続きまして、歳入です。２２３ページをご覧くだ

さい。説明欄下段辺りの乳幼児等医療費助成事業費

補助金５０９万５，０００円及びこども医療費助成

事業費補助金８２万３，０００円の増額は、いずれ

も事業費の増額に伴いまして、県基準の対象助成見

込額を基に各事業費の補助割合により補正するも

のでございます。 

 続きまして、２２７ページをご覧ください。説明

欄下段辺りの後期高齢者医療広域連合返納金８２

８万３，０００円は、前年度に後期高齢者医療広域

連合に支払いました療養給付費負担金が確定した

ことによりまして精算返還金を受け入れるもので

ございます。 

 国保・年金課からは以上です。 

○分科会長（石田  清） では、健康福祉部に移り

ます。 

 社会福祉課、梶原課長。 

○社会福祉課長（梶原 博和） それでは、健康福祉

部社会福祉課の歳出から説明させていただきます。

２３７ページをご覧ください。３つ目の表の一番上

の枠の説明欄をご覧ください。１２行目の福祉事務

所費の１２万６，０００円の増につきましては、来

年度計画期間が終了いたします豊岡市地域福祉計

画の策定を今年度から着手するため、委員謝礼、旅

費等を計上するものになります。 

 次に、２３９ページをご覧ください。１つ目の表、

２つ目の枠の説明欄をご覧ください。１行目の日高

健康福祉センター管理費の投資委託料２７万５，０

００円の増につきましては、健康福祉センターのセ

ンター１階の会議室の空調設備が故障しておりま

すので、２０２６年度の早い時期に改修工事を実施

できるように、今年度中に設計を行うため計上する

ものになります。 

 次に、同じ表の３つ目の枠の説明欄をご覧くださ

い。１行目の障害者（児）自立支援給付事業費の国

県負担金等精算返納金２６万１，０００円の増につ

きましては、過年度における事業所の報酬算定の誤

りに係る実績の修正に伴い、国県の負担金を返納す

るものになります。 

 次に、２４３ページをご覧ください。１つ目の表

の説明欄をご覧ください。１行目の生活保護措置費

の１億１，６００万円の増につきましては、今年度

生活保護費の執行見込みを勘案し精査したところ、

とりわけ医療扶助費が増加しておりまして、予算の

不足が見込まれることから増額の補正をするもの

になります。 

 続きまして、歳入になります。２２３ページをご

覧ください。一番上の表、生活保護負担金８，７０

０万円につきましては、先ほど説明いたしました生

活保護措置費の係る国庫負担金４分の３になりま

す。 

 続きまして、２２７ページをご覧ください。３つ

目の表、上から２つ目の枠の上から５行目になりま

す事業負担金４万８，０００円につきましては、先

ほど説明いたしました地域福祉計画に係る謝礼、旅

費等に係ります事業負担金、社協さんになるんです

が、２分の１の負担金になります。 

 同じ枠の下から３行目、返納金８５５万６，００

０円のうち２７万３，０００円につきましては、こ

ちらも先ほど説明いたしました障害者（児）自立支

援給付事業費の報酬算定誤りに係る事業者からの

返納金になります。 
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 続きまして、少し戻っていただきまして、２１１

ページをご覧ください。債務負担行為の補正になり

ます。社会福祉課分の追加のものになります。 

 上から９番目、地域福祉計画策定支援業務につき

ましては、先ほど説明いたしました、来年度計画期

間が終了いたします地域福祉計画の策定を今年度

から着手するに当たりまして、今年度中の策定支援

業務につきまして契約を締結する必要があること

から債務負担行為を設定するもので、期間を令和８

年度、限度額を４８０万円と設定するものになりま

す。 

 最後になります、２１２ページをご覧ください。

上から４番目の但東健康福祉センター指定管理料

につきましては、先ほど指定管理の指定期間の変更

を議案でお願いしまして承認いただいたもので、期

間を令和８年度の１か年、限度額を９０６万４，０

００円と設定するものになります。 

 社会福祉課からの説明は以上になります。 

○分科会長（石田  清） それでは、高年介護課、

定元部次長。 

○健康福祉部次長（定元 秀之） 歳出から説明いた

します。２３８、２３９ページをご覧ください。上

段の表の説明欄真ん中の枠、上から４行下、竹野多

目的屋内運動広場管理費１万２，０００円の増額は、

１０月４日から最低賃金が改正されたことに伴い、

人件費が不足するため指定管理料を補正するもの

であります。 

 続いて、下段の表の説明欄１枠目、介護保険事業

特別会計繰出金４３３万６，０００円の増額は、こ

の後１２４号議案で説明いたします介護保険事業

特別会計補正予算の一般会計繰入金分であります。 

 その下の枠をご覧ください。生きがい活動支援通

所事業費５２万８，０００円の減額です。城崎・港

地域の生きがい活動支援通所事業は、昨年度までは

豊岡市社会福祉協議会城崎支所などが事業者とな

り実施をしておりましたが、社会福祉法人あまのほ

楽々むらが事業者となり、支え合い通所介護事業を

実施したため、城崎・港地域の生きがい活動支援通

所事業は廃止となりました。 

 なお、支え合い通所介護事業は、介護特別会計で

実施しているため、一般会計にて当初予算に計上い

たしました城崎・港地域分の５２万８，０００円を

減額するものであります。 

 その下の枠、長寿園管理費１０万９，０００円の

増額は、竹野多目的屋内運動広場管理費と同じく、

１０月４日から最低賃金が改正されたことに伴い、

人件費が不足するため指定管理料を補正するもの

であります。 

 その下の枠、民間老人福祉施設助成事業費５１２

万６，０００円の増額は、市内の一小規模多機能型

居宅介護事業所が災害時による停電時にも電力を

自力で確保できるよう、非常用自家発電設備を整備

するための交付金であります。 

 なお、この事業に対しては、既に国から補助の内

示を受けております。 

 歳出は以上です。 

 次に、歳入です、２２２、２２３ページをご覧く

ださい。真ん中の表の説明欄、上から２枠目、国庫

補助金の地域介護・福祉空間整備等交付金５１２万

６，０００円の増額は、歳出で説明しました民間老

人福祉施設助成事業費の交付金分で、１００％国の

補助であります。 

 続きまして、２２６、２２７ページをご覧くださ

い。下から２つ目の表の説明欄２枠目、上から３行

目の利用者負担金の１３万２，０００円の減額は、

歳出で説明しましたように、城崎・港地域の生きが

い活動支援通所事業を廃止したことに伴う、利用者

負担金分の減額であります。 

 歳入は以上です。 

 続きまして、２１１ページをご覧ください。最後

に、第３表、債務負担行為補正であります。高年介

護課分は２１２ページとなります。表の上から５行

下、竹野多目的屋内運動広場指定管理料（令和７年

度追加分）及びその下の長寿園指定管理料（令和７

年度追加分）ですが、先ほども説明しましたように、

１０月４日から最低賃金が改正されたことに伴う

ものであります。竹野多目的屋内運動広場は、期間

が令和８年度、限度額が２万４，０００円、長寿園
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は、期間が令和８年度から令和１１年度まで、限度

額は９０万６，０００円になります。 

 高年介護課の説明は以上です。 

○分科会長（石田  清） では、次に、健康増進課、

宮野課長。 

○健康増進課長（宮野 千晶） それでは、健康増進

課の歳出の補正についてご説明いたしますので、２

４２ページ、２４３ページをお願いします。下の表

の２つ目の枠、生涯健康推進費の人件費ですが、今

後の事業の実施見込みにより会計年度任用職員報

酬を減額するものです。 

 その下、健康診査事業費のがん患者アピアランス

助成金は、申請件数増加に伴い増額するもの、後期

高齢者医療広域連合補助金返納金は、後期高齢者へ

の令和６年度健診事業の精算に伴う返納金になり

ます。 

 その枠の一番下、後期高齢者医療広域連合返還金

は、令和６年度高齢者の保健事業と介護予防の一体

的実施事業の精算に伴う返還金になります。 

 一番下の枠、予防接種事業費の業務委託料は、帯

状疱疹予防接種支出見込みによる増額によるもの、

その下、国庫補助金返納金は、令和６年度感染症予

防事業の精算に伴うものです。 

 次に２４４ページ、２４５ページをお願いします。

一番上の表の２つ目、診療所事業特別会計繰出金に

つきましては、第１２０号議案、豊岡市診療所事業

特別会計の補正に伴う一般会計からの繰出金にな

ります。 

 続きまして、歳入ですが、２２２ページ、２２３

ページをお願いします。一番下の表、２つ目の枠、

がん患者アピアランスサポート事業費補助金は、歳

出で説明いたしましたがん患者アピアランス助成

金に係る県補助金になります。 

 その下、帯状疱疹予防接種助成事業補助金は、任

意接種対象者の接種見込みにより減額するもので

す。 

 次に、２２６ページ、２２７ページをお願いしま

す。２番目の表の高齢者の保健事業と介護予防の一

体的実施事業受入れ収入ですが、今後の事業見込み

により減額補正するものです。 

 次に、債務負担行為について説明いたしますので、

戻っていただいて２１１ページをお願いいたしま

す。真ん中より少し下、すこやか市民健診業務です

が、健診事業者などの手配が必要なため債務負担を

行うものです。 

 健康福祉部の説明は以上です。 

○分科会長（石田  清） では、次に、こども未来

部こども未来課の若森課長。 

○こども未来課長（若森和歌子） すみません、失礼

しました。 

 資料は２４３ページをご覧ください。説明の下の

枠、真ん中の中央辺り、母子保健事業費になります。

妊婦健診助成金です。執行見込みによる減額となり

ます。妊婦健診助成金については５５０万９，００

０円を減額するものです。 

 次に、国県負担金等精算返戻金４１６万２，００

０円です。国補助金の精算に伴う補正になります。

ここには２つの内容が含まれていますが、どちらも

２０２４年度中に概算で受領しているため、精算額

との差額を国へ返納するものです。 

 １つは、出産子育て応援給付金事業で２０９万５，

０００円、それからもう一つは、産婦健診助成や産

後ケアなどの事業費で２０６万７，０００円の返納

金になります。 

 こども未来課の説明は以上です。 

○分科会長（石田  清） 次に、観光文化部に移り

ます。文化・スポーツ振興課、福井参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（福井 孝道） まず、

歳出についてご説明いたします。２６３ページをご

覧ください。上から２つ目の枠、市民会館等自主事

業費です。こちら、当初予定していた事業の不採択

及び中止に伴い関連経費を減額しております。 

 続きまして、歳入です。２２７ページをお開きく

ださい。中ほどより少し下です、市民会館入場料の

３００万円の減額は、歳出で説明しました自主事業

費の減額に伴うものです。 

 続きまして、債務負担行為補正です。２１１ペー

ジをお開きください。上から６段目の子どもたちが
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豊岡で世界と出会う音楽祭開催事業については、令

和８年度の事業実施に当たり、委託協議、開催案内

などを年度内に着手する必要があるため、６９４万

円の限度額を設定するものでございます。 

 続いて、２１２ページの一番上です、文化芸術活

動支援補助金については、来年度からの市民会館の

休館期間中に、市民による文化芸術活動が停滞する

ことなく継続して行われるよう、これまで市民会館

を利用し実施されていた文化芸術活動またはホー

ルを使用する必要がある新たな文化芸術活動を但

馬内の施設で実施しようとする市民、団体等に対し、

支援を行うため、令和８年度分として限度額５００

万円を設定するものでございます。 

 私からは以上です。 

○分科会長（石田  清） 次に、文化・スポーツ振

興課、小川参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（小川 一昭） 歳出に

ついて説明いたします。２３１ページ、一番下の枠

をご覧ください。城崎国際アートセンターの管理費

に係る光熱水費は、例年に比べホールの貸し館利用

が増加したことに加え、気温の高い日が続いた影響

で空調設備の使用頻度が高くなりました。その結果、

光熱水費が増加し、予算額を超過する状況になって

おり、１０６万５，０００円を計上しております。 

 また、庁用備品につきましては、衣類乾燥機２台

が故障したため、更新費用１７万３，０００円を計

上しております。 

 次に、歳入について説明いたします。２２１ペー

ジ、下から２枠目をご覧ください。城崎国際アート

センター使用料４５万円は、ホールの貸館利用が増

加したことによる歳入増です。 

 ２２３ページ、中ほどより少し上をご覧ください。

アーティスト・イン・レジデンス型地域協働支援事

業補助金５１万６，０００円は、採択額確定による

歳入増です。 

 文化・スポーツ振興課からの説明は以上です。 

○分科会長（石田  清） 次に、新文化会館整備推

進室、村田室長。 

○新文化会館整備推進室長（村田 一紀） 新文化会

館整備推進室からは、債務負担行為の補正となりま

す。２１１ページをご覧ください。表の最下段、文

化会館整備事業について説明をさせていただきま

す。昨年の市議会で議員の皆様より多くの意見をい

ただいたことから、市民会館の現状把握を行い、会

館施設の躯体調査を実施したところでございます。 

 現状は、経年に即した劣化状態で、一定の構造的

健全性を保ち、調査結果も良好であることから、市

として、市民会館は適切に長寿命化改修を行えば、

長期にわたる使用は可能と判断したところでござ

います。 

 実施しました調査結果やその後の議論を踏まえ、

文化会館整備については、市民会館の長寿命化及び

機能向上を図ることが最も適当であると結論づけ

てまいりました。 

 新文化会館整備に向け、関係者や市民から寄せら

れた要望等を可能な限り市民会館改修に反映し、よ

りよい整備内容となるよう努め、市民活動への影響

を極力抑えることから、早期の事業推進を図り、整

備業務に着手していきたいと考えているところで

ございます。 

 提案します業務内容としまして、市民会館文化ホ

ール等では、舞台機構や舞台照明改修など、会館等

では防火対策など、長寿命化及び機能向上するに当

たり、仮称ではありますが、リニューアル基本設計

業務として７，７００万円を要求するものでござい

ます。 

 また、文化会館の建設予定地でありました総合体

育館の隣接地の整備として、当該地は学校周辺でも

ありまして、掘削状態のままでは危険なため、最終

的な整備内容の決定に先立ち、整地工事を早急に実

施したいと考え、８，５００万を要求し、設計業務

と合わせ、合計１億６，２００万円の限度額と、期

間を令和８年度までとする債務負担行為をお願い

するものでございます。 

 説明は以上です。これで観光文化部からの説明を

終わります。 

○分科会長（石田  清） 次に、教育委員会に移り

ます。教育総務課、川崎課長。 
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○教育総務課長（川崎 智朗） 初めに、歳出でござ

います。議案書２３１ページをご覧ください。下の

表の説明欄の真ん中の枠、基金管理費の奨学基金積

立金でございます。個人から寄附いただいた３５万

円を奨学基金に積み立てるものです。 

 次に、２６３ページをご覧ください。下の表の説

明欄の真ん中の枠、賄用需用費でございます。米代

の高騰に伴い、学校給食の提供に係る食材料費を１

０月分から３月分まで１食当たり、小学校は１９円

値上げし２９４円に、中学校は２８円増額し３４１

円にすることとし、１，３８４万３，０００円を計

上するものでございます。 

 なお、食材料費増額に伴う保護者負担の増額は行

わず、公費負担することとしております。 

 次に、歳入でございます。２２５ページをご覧く

ださい。真ん中の表の説明欄の真ん中の枠、教育総

務費寄附金８５万円は、個人１名及び市内企業１社

から、それぞれ３５万円と５０万円を寄附いただい

たものでございます。 

 個人からの寄附金３５万円は、奨学金に活用して

ほしいとのことから、先ほど歳出で説明しましたと

おり、奨学基金に積み立てます。また、市内企業か

らの寄附金５０万円は、竹野学園の教育環境充実の

ために活用してほしいとのことから、教育施設課所

管の小中一貫校整備事業費に充当することとして

おります。 

 次に、２２７ページをご覧ください。下から２つ

目の表の説明欄の一番上の枠、学校給食徴収金２０

０万１，０００円は、食材料費増額に伴う教職員等

からの徴収金でございます。 

 教育総務課は以上です。 

○分科会長（石田  清） 次に、教育施設課、谷口

課長。 

○教育施設課長（谷口 祥規） それでは、歳出から

ご説明いたします。２３１ページをご覧ください。

説明欄の２つ目の表の２枠目、下から３行目です、

財産管理費、修繕料で１１４万８，０００円を計上

しております。こちらのほうは、旧奈佐小学校の高

圧ケーブルの損傷が判明したため修繕を行うもの

です。 

 続きまして、２５９ページをご覧ください。こち

らのほう説明欄の１つ目の表、２枠目、一番下の行

です、小中一貫整備事業費の事業用備品費５０万円

ですが、こちら、先ほどもありました竹野学園の備

品購入費として５０万円を計上しております。寄附

をいただいた５０万円を竹野学園の備品購入に充

てるものです。 

 続きまして、歳入です、２２５ページをご覧くだ

さい。説明欄の２つ目の表、１枠目、土地売払い収

入です。こちらのほう、教育施設課分として４８４

万６，０００円を計上しております。これは、竹野

認定こども園前の歩道拡幅による用地買収による

費用を収入として計上するものです。 

 最後に、２１１ページをご覧ください。債務負担

行為の補正です。下から２行目と３行目です。ＧＩ

ＧＡスクール運営事業費（小学校）ですが、タブレ

ット端末に係る運営支援業務及びクラウド使用料

の債務負担行為について１，４９９万４，０００円

を計上するものと、同じく中学校で６４２万６，０

００円を計上するものです。 

 こちらのほう債務負担により３月に契約を行い、

４月から支援業務が行えるようにするものです。 

 教育施設課分は以上です。 

○分科会長（石田  清） 次に、学校教育課、寺坂

課長。 

○学校教育課長（寺坂 浩司） 学校教育課所管分に

つきまして、歳出、歳入はございません。債務負担

行為について説明します。２１１ページをご覧くだ

さい。下から５行目、学習支援ソフト更新です。期

間は令和８年度、限度額として５７９万円を設定し

ています。これは、昨年度、市内の全小・中・義務

教育学校に導入しました学習支援ソフトの利用に

係る１年間の更新費用です。 

 次に、下の行、通学バス運行管理業務です。期間

は令和８年度、限度額として７９万２，０００円を

設定しています。これは、中筋小学校で運行してい

る通学用タクシーの運行委託に係るものです。 

 学校教育課の説明は以上です。 
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○分科会長（石田  清） 次に、幼児育成課、向原

課長。 

○幼児育成課長（向原 芳江） それでは、幼児育成

課所管分についてご説明いたします。 

 歳出のみになります。２４１ページをご覧くださ

い。説明欄、上から３枠目、私立保育園等振興事業

費７７３万１，０００円、こちら認可保育所等運営

支援事業補助金につきまして、その中に特別の支援

が必要な児童の受入れに伴う保育士等の人件費に

対して支援する障害児保育支援事業というのがあ

ります。この事業は、障害者手帳など障害の程度が

分かるものを所持している児童を受け入れており、

そのための職員を配置している園を対象に補助金

を支給するものです。 

 近年、早期から療育を受ける児童が増加しており、

当初の見込み以上にこの補助金の要件に合致する

対象児童が増加したことによる補助金額の増加に

なります。 

 教育委員会の説明は以上です。 

○分科会長（石田  清） 全ての説明は終わりまし

た。 

 質疑はありませんか。 

 どうぞ、岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） ちょっと確認させてもらいま

す。 

 ２３９ページの高年介護課の中の説明の中で、福

祉施設が自家発電の機器っていうかシステムを導

入されるということでしたけども、この福祉施設の

大きさっていうのはどれぐらいのところなんでし

ょうか。施設の大きさで５００万の何か自家発電の

機械を入れますということですけども、施設の大き

さはどれぐらいの施設で、それで十分対応できるん

かどうか。 

○分科会長（石田  清） 定元部次長。 

○健康福祉部次長（定元 秀之） こちらのほうは、

具体的には、去年、造りました小規模の銀ちゃんの

家というサテライトのとこであります。 

 すみません、今、規模数、ちょっと今分かってい

ません、申し訳ありません。また分かりましたら報

告させていただきます。（「隣のところです」と呼

ぶ者あり） 

 それの隣のところのサテライトというので、今年

正法寺のほうに造りましたので、そちらのほうにな

ります。 

○委員（岡本 昭治） 後からで結構です。 

○委員（岡本 昭治） はい。 

○分科会長（石田  清） 分かりました。 

 ほかにありませんか。 

 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

 賛否の確認をいたします。 

 本案について、賛成とする方は挙手をお願いしま

す。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（石田  清） 全員賛成と認めます。 

 それでは、ここで、委員の皆さん、当局職員の皆

さんから何かありましたらご発言をお願いします。 

 ないようですので、この後の第１２０号議案から

委員会審査に関係しない当局の皆さんについては、

退席いただいて結構です。お疲れさまでした。 

 分科会を暫時休憩します。再開は１０時３５分か

らです。 

午前１０時２６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時３３分 委員会開会 

○委員長（石田  清） 委員会を再開します。 

 まず、第１２２号議案、令和７年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 国保・年金課、坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） それでは、２８３

ページをご覧ください。第１２２号議案、令和７年

度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補

正予算（第２号）についてご説明いたします。本案

は、第１条で歳入歳出予算の総額からそれぞれ７２

３万７，０００円を増額し、総額を８６億８，２０

４万５，０００円とするものでございます。 

 また、第２条では、債務負担行為の追加をしてお
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ります。主な内容につきまして、事項別明細書でご

説明いたしますので、２９４、２９５ページをご覧

ください。まず、歳出ですが、総務費の補正は、人

件費の減額、第三者行為損害賠償請求償業務の委託

料及び制度改正に伴う基幹システムの改修委託料

を増額しようとするものでございます。 

 次に、基金積立金は、財政安定化支援事業繰入金

の減額に伴いまして、歳入歳出額により減額調整す

るものでございます。 

 続きまして、歳入です、２９２、２９３ページを

ご覧ください。国庫支出金につきましては、制度改

正に伴う基幹システム改修に関わる国庫補助金等

の増額を行うものでございます。 

 繰越金につきましては、総務費及び保健事業費に

対応する職員給与費等繰入金並びに本年度の財政

安定化支援事業繰入金の確定による減額を行うも

のでございます。 

 最後に、債務負担行為の補正です。２８６ページ

をご覧ください。特定健康診査業務としまして、毎

年実施しておりますすこやか市民健診について、令

和８年度の事業実施に当たりまして、本年度中に契

約を締結する必要があることから債務負担行為を

追加するものでございます。期間を令和８年度、限

度額を３，２２６万５，０００円と定めるものでご

ざいます。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２２号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１２３号議案、令和７年度豊岡市後期高

齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 国保年金課、坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） それでは、２９９

ページをご覧ください。第１２３号議案、令和７年

度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額からそれ

ぞれ３５６万３，０００円を増額し、総額を１５億

８，４８５万５，０００円とするものでございます。 

 内容につきましては、事項別明細書でご説明いた

しますので、３１０、３１１ページをご覧ください。

まず、歳出ですが、総務費の補正は、制度改正に伴

うシステム改修委託料を増額するものでございま

す。 

 次に、歳入です。３０８、３０９ページをご覧く

ださい。歳出における総務費に対応しまして、国庫

補助金の補正を行うものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２３号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

○委員長（石田  清） 次に、第１２４号議案、令

和７年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 高年介護課、定元部次長。 

○健康福祉部次長（定元 秀之） 議案書の３１３ペ
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ージをご覧ください。第１２４号議案、令和７年度

豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて説明をいたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ４３３万６，０００円を追加し、総額をそ

れぞれ１０６億３，２８５万１，０００円とするも

のであります。 

 主な内容につきまして、事項別明細書でご説明を

いたします。まず、歳出です。３２４、３２５ペー

ジをご覧ください。上段の表、総務費の４４３万３，

０００円の増額、中段の地域支援事業費、一般介護

予防事業費の１２万６，０００円の減額、また、３

２６、３２７ページへと続きます下段の表、地域支

援事業費、包括的支援事業、任意事業費の２万９，

０００円の増額、いずれにつきましても人件費の調

整であります。 

 次に、歳入です、３２２、３２３ページをご覧く

ださい。繰入金の４３３万６，０００円の増につき

ましては、先ほど説明いたしました総務費及び地域

支援事業費の保全によるものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２４号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 最後になります。第１２５号議案、令和７年度豊

岡市診療所事業特別会計補正予算（第３号）を議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課、武田参事。 

○健康増進課参事（武田 満之） それでは、議案書

の３３１ページをご覧ください。第１２５号議案、

令和７年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第

３号）についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ１６５万５，０００円を追加し、総額を

それぞれ３億１，９０１万１，０００円とするもの

でございます。 

 主な内容について、事項別明細書でご説明いたし

ますので、３４２ページ、３４３ページをご覧くだ

さい。まず、歳出ですが、４款高橋診療所費の医業

費については、医療施設等設備整備費補助金の減額

による財源更正によるものです。 

 ５款但東歯科診療所費の施設管理費については、

診療人数の増加に伴う診療業務委託料の増額、また、

医業費につきましても診療人数の増加に伴う歯科

技工業務委託料の増額によるものです。 

次に、歳入について説明いたしますので、戻ってい

ただいて３４０ページ、３４１ページをご覧くださ

い。４款高橋診療所費収入の県補助金については、

歳出で説明した整備費補助金の減額によるもので、

一般会計繰入金の増額については、県補助金の減額

に伴い一般会計から繰入れを行うものです。 

 ５款但東歯科診療所収入の外来収入については、

歳出で説明した診療人数の増加により増額するも

ので、一般会計繰入金については、外来収入増に伴

い減額するものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 異議なしと認めます。よっ

て、第１２５号議案は、原案のとおり可決すべきも
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のと決定しました。 

○委員長（石田  清） それでは、ここで、報告事

項のある部署を除いて、当局の職員さんにつきまし

ては、退席していただいて結構です。お疲れさまで

した。 

 委員会を暫時休憩します。 

 はい。 

○健康福祉部次長（定元 秀之） ちょっとすみませ

ん。先ほどちょっと答弁のほうを保留していました

から。 

○委員長（石田  清） ちょっと、そしたら定元部

次長。 

○健康福祉部次長（定元 秀之） 先ほど一般質問の

ほうで答弁保留をさせていただきました件で説明

をさせていただきます。 

 先ほど岡本委員のほうから質問がありました非

常用自家発電の場所ですが、先ほども説明しました

銀ちゃんの家というところの施設でありますが、私、

正法寺というふうに言っておりましたが、申し訳あ

りません、間違っておりました。隣の泉町の、施設

になります。 

 定員につきましては２９名で、通いが１８名、宿

泊が７名のところであります。 

 こちらのほうにつきましては、国のほうが７７３

万円を上限として施設のほうの自家発電を見てお

ります。先ほど説明しましたように、見積書のほう

で５１２万６，０００円という見積書が出てきまし

たので、予算の範囲内でこちらのほう事業をさせて

いただくというものであります。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） よろしいですか。 

○委員（岡本 昭治） はい、ありがとうございまし

た。 

○委員長（石田  清） ありがとうございました。 

 それでは、当局の職員さんについては退席してい

ただいて結構です。 

 改めて、委員会を暫時休憩します。 

午前１０時４５分休憩 

──────────────────── 

午前１０時４６分再開 

○委員長（石田  清） それでは、休憩前に引き続

き委員会を再開します。 

 議事順序を変更し、４の報告事項に入ります。 

 健康福祉部、高年介護課及び健康増進課からそれ

ぞれ報告事項があります。 

 資料は、皆さんのフォルダーの中に入ってますね。

今日のフォルダーの中の、また報告事項のフォルダ

ーが入ってますので。（「オーケー」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石田  清） オーケー。（発言する者あ

り） 

 出ましたか。 

 それでは、高年介護課及び健康増進課からそれぞ

れ報告をお願いします。 

 初めに、損害賠償請求事件の判決についてです。 

 高年介護課、木内参事。 

○高年介護課参事（木内 純子） 損害賠償請求事件

の判決について報告させていただきます。 

 豊岡市地域介護拠点整備費補助金等の不正受給

により本市に損害を与えた者に対し、本年６月議会

での議決後、８月２７日付で損害の賠償を求める訴

訟を提起し、１１月１３日の口頭弁論を経て、１２

月１１日に判決が言い渡されましたので報告いた

します。 

 １番目の訴訟内容です。被告は、株式会社げんき

元代表取締役の●●です。 

 （２）請求内容です。会社法４２９条１項または

民法７０９条に基づく損害賠償請求権として、下記

のアからオの補助金２件、介護給付費２件、外出支

援サービスに係る助成金、合計２，９０１万３，１

２９円とそれらに係る遅延損害金を支払うように

求めました。 

 ２、口頭弁論です。１１月１３日木曜日に行われ

ました。出頭者は、原告側は豊岡市顧問弁護士、被

告側は欠席でした。答弁書が提出されましたが、答

弁書の内容において、事実関係を大きく争う趣旨は

あまり見えないとのことで、当日結審となりました。 

 ３番目、判決言渡しです。１２月１１日に行われ

ました。判決の内容は、訴えのとおり、被告は全額
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支払いを命じられました。 

 なお、仮執行宣言が付されました。 

 ４、今後の方向性です。仮執行宣言に基づき判明

している資産について、速やかに強制執行を行う方

向で弁護士と協議いたします。その他の財産につい

ても、財産開示手続、差押え等により債権回収を進

めていく予定としております。 

 説明は以上です。 

○委員長（石田  清） 報告は終わりました。 

 委員の皆さんで、特に質問等があればお願いしま

す。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） それでは、続いて、豊岡市

地域医療計画についてです。 

 説明をお願いします。 

 健康増進課、宮野課長。 

○健康増進課長（宮野 千晶） 豊岡市地域医療計画

の素案につきまして、要点をご報告させていただき

たいと思います。資料よろしいでしょうか。 

○委員長（石田  清） はい。 

○健康増進課長（宮野 千晶） まず、第１章の計画

の概要から順に説明させていただきます。 

 １、計画の趣旨・背景ですが、診療所の閉院や医

療従事者の不足により、供給不足の進行が想定され

ています。このため、誰もが住み慣れた地域で適切

な医療を受けられる体制を将来にわたって維持・確

保することを目的に地域医療計画を策定すること

としています。 

 ２番の計画の位置づけです。豊岡市基本計画と整

合性を図りながら推進していきたいと思っており

ます。 

 ３番の計画期間です。２０２６年度からの１０年

間としておりまして、中間年度に検証・見直しをす

る予定としております。 

 ４番目の計画の策定と今後のスケジュールです

が、豊岡市医師会等代表者、合計９名の委員様に意

見等を伺って開催をしております。現在、第３回ま

で委員会のほうが開催終わっておりまして、１２月

１８日、今週になりますが、第４回の委員会を開催

することとしております。こちらのほうは傍聴のほ

うができます。また皆様のほうにも、本日を目途に

ご案内を送付させていただく予定にしております。 

 今後のスケジュールですが、２０２６年、必要に

応じて第５回委員会を開催する予定としておりま

して、その後、パブリックコメントを経て、計画策

定を３月に予定しております。 

 次に、第２章になります。豊岡市の人口、高齢者

の推移と見通しですが、１の人口高齢化の見通しで

す。２つ目の黒ポツになりますが、６５から７４歳

は減少に転じる一方、７５歳以上の後期高齢者は増

加傾向で、高齢化率は一層上昇する見込みとなって

おります。 

 次に、第３章になりますが、豊岡市の医療需要及

び医療提供体制の現状・見通しと課題になります。 

 １、医療需要の現状・見通しになります。１つ目

のポツで、医科は減少傾向にありまして、歯科は、

受診件数は増加傾向にある一方で、市内歯科診療所

分は緩やかな減少傾向になっております。 

 次、２つ目のポツになります。往診、訪問診療と

歯科訪問診療は、利用者の９割が後期高齢者になっ

ております。医科訪問診療では、高齢者介護施設等

の訪問、看取りが増加しており、また、歯科訪問診

療は、市外医科機関への依存度、特定市外医療機関

への集中によって脆弱性が懸念されております。 

 次に、最後のポツになりますが、オンライン診療、

医科につきましては、市国保による市外医療機関の

利用割合が大きく伸びておりますが、市内医療機関

の利用は減少傾向にあります。 

 次に、２番目の医療提供体制の現状、見通しと課

題になります。１つ目のポツの上から３つ目の丸に

なりますが、アンケートに基づく推計では、医科診

療所は４７施設から５年後は３７、１０年後は２９

施設になるとなっております。歯科のほうにつきま

しては、２４施設から５年後２２施設、１０年後２

０施設となっております。 

 次の丸になりますが、医師の７割が６０歳以上で、

歯科医師についても半数が６０歳以上、後継者不

足・確保というのが、医療承継が行われない場合、
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地域の医療空白につながることが懸念されており

ます。 

 その次の２つ目のポツですが、介護・看護職、歯

科衛生士等の人材確保も困難な状況になっており

ます。 

 次に、市立診療所、休日診療所の状況になります

が、市立医科診療所というのは４施設ございますが、

２０２４年度の１日当たりの診療人数が１７人で、

２０１４年度から２割減少しております。実質収支

につきましては９，０００万超の赤字となっており

まして、需要減の中、現状維持というのは大変大き

な課題になっております。特に但東地域については、

需要のほうが大幅な減がありまして、先行的に検討

していく必要があるかなと思っております。 

 休日診療所につきましては、１日当たりの診療人

数が１８人で、２０２４年度から３割減少している

状況になっています。 

 その下の市立但東歯科診療所につきましては、週

１回の開催になっておりますが、１日当たりの診療

人数が２６人で、２０２９年度からは３割増加とい

うことになっております。 

 次の黒ポツになります救急医療の状況ですが、公

立豊岡病院の外来、救急外来につきましては、軽症

者の集中によって、真に救急医療を必要とする患者

への影響が懸念されております。 

 その下の訪問看護ステーションの状況ですが、ア

ンケート実施時点では１３事業所ございましたが、

その後、１事業所が開設、また、アンケートの結果

からは、１事業所が５年以内の廃止を検討されてお

りますので、実質プラス・マイナス・ゼロの状況に

なっております。 

 ここまでが第３回の委員会で委員さんのほうか

ら報告させていただいた内容、意見をいただいた内

容になっておりまして、第４章からが次の委員会で

皆さんのほうに意見を伺う内容になっております。 

 基本方針と想定される対応策、詳細については別

途添付しております。 

 こちらの対応策につきましては、５つの基本方針

を定めております。医療提供体制の維持・確保とし

まして、地域医療提供体制を将来にわたり維持・確

保し、医療需要ギャップを緩和するとしております。 

 方針の２つ目、安全安心な治療機会の確保としま

して、誰もが必要なときに必要な医療機関を受診で

きる環境を整えて、また、救急外来の適正運用を図

るとしております。 

 方針３つ目、在宅医療、訪問看護の持続可能性の

確保としまして、独居・老老世帯でも在宅医療が継

続できる環境づくりを進めること。また、夜間看取

り期の体制整備による担い手の負担軽減を図ると

しております。 

 方針４つ目、オンライン診療の基盤整備と普及と

しまして、移動負担の軽減や慢性疾患の継続診療等

を支えるとしております。 

 方針の５つ目、市立診療所の維持可能性の確保と

しまして、地域の受診機会と医療の質・安全を確保

し、民間医療機関との役割分担を踏まえて、その機

能・体制を適宜見直しながら、市全体の医療提供体

制を持続可能な形で補完するとしております。 

 第５章が推進体制としまして、来年度以降、第４

章で示した方向性を踏まえて、仮称ではございます

が、豊岡市地域医療計画推進委員会の中で意見交換、

情報共有を図りながら、段階的に取組を進めたいと

思っております。 

 報告のほうは以上です。 

○委員長（石田  清） 報告は終わりました。 

 委員の皆さんで、特に質問等があれば伺います。 

 どうぞ、岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） ２ページ目のところです。ち

ょっと十分できてないかも分かりませんけども、第

３章のところの歯科のほうの入院外来施策とその

動向なんですけどね、市外と市内になってますけど

も、これ市外への依存度が高くなっていて、市内が

減ってる表になってると思うんですけども、これの

何か大きな理由っていうのが分かるんでしょうか。 

○委員長（石田  清） 宮野課長。 

○健康増進課長（宮野 千晶） 恐らくなんですが、

市内の市民の皆様が豊岡市内の歯科診療所を受診

することなく、例えば大阪だったり、神戸だったり、
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鳥取だったり、朝来だったりっていう市外の受診を

される機会が増えてきてると推察されます。 

 以上です。 

○委員長（石田  清） はい。 

○委員（岡本 昭治） それは、一般的な歯の治療と

か、そういうこと以外ということなのか、一般的な

歯の治療の中でそういう傾向が見れるということ

なんでしょうか。 

○委員長（石田  清） 宮野課長。 

○健康増進課長（宮野 千晶） 診療の内容について

までは把握はしてなくて、レセプトのほうで点数と

して把握してる内容になりますので、診療の内容に

つきましてまでは、ちょっと把握はしておりません。 

○委員（岡本 昭治） 分かりました。 

○委員長（石田  清） ほかにありませんか。 

○健康増進課長（宮野 千晶） すみません、ちょっ

と補足させてください。 

○委員長（石田  清） はい。 

○健康増進課長（宮野 千晶） 訪問の診療につきま

しては、豊岡市以外に香美町と八鹿のほうに訪問診

療をされてる事業所がございますので、診療所がご

ざいますので、そちらから豊岡市に来られる方が多

いという状況になります。ちょっと訂正させていた

だきます。 

○委員長（石田  清） よろしいですか。 

○委員（岡本 昭治） はい。 

○委員長（石田  清） それでは、健康福祉部の皆

さんにつきましては、ここで退席していただいて結

構です。お疲れさまでした。 

 以上で、全ての報告事項は終わりました。 

 委員会を暫時休憩します。 

午前１１時００分休憩 

──────────────────── 

午前１１時０１分再開 

○委員長（石田  清） 休憩前に引き続き、委員会

を再開します。 

 次第の（２）意見・要望のまとめです。 

 まず、アの委員会意見・要望のまとめについて、

取りまとめに入ります。 

 本日、委員会において審査しました議案について、

当委員会の意見・要望として委員長報告に付すべき

内容をご協議いただきたいと思います。 

 ありませんか。（「なかったんじゃないか」と呼

ぶ者あり） 

 特に発言としてはなかったですけどね。 

 それでは、今、協議いただきました委員会意見・

要望を含む委員長報告の案文については、意見・要

望はなかったんですが、委員長報告の案文について

は、正副委員長に一任願いたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 委員会を暫時休憩します。 

午前１１時０２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時０２分 分科会開会 

○分科会長（石田  清） 分科会を再開します。 

 次に、分科会意見・要望の取りまとめに入ります。 

 当分科会の意見・要望として、予算決算委員会に

報告すべき内容についてご協議いただきたいと思

います。 

 本日分科会で審査いたしました第１２１号議案、

令和７年度豊岡市一般会計補正予算（第６号）につ

いて、分科会意見・要望についてのご発言があれば

お願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（石田  清） 特になかったです。 

 それでは、ただいま協議いただきました分科会意

見・要望、これはなかったんですが、を含む分科会

長報告の案文については、正副分科会長に一任願い

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（石田  清） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 ここで、分科会を閉会します。 

午前１１時０３分 分科会閉会 

──────────────────── 
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午前１１時０３分 委員会開会 

○委員長（石田  清） 委員会を再開します。 

 次に、協議事項（３）番、閉会中の継続審査の申

出についてを議題といたします。 

 ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上の本日のフォルダー内、委

員会資料４ページをご覧ください。１１月１７日の

委員会において協議いただきました重点調査事項

について、ご確認をお願いします。 

 議長に対して、委員会重点調査事項を閉会中の継

続審査事項として申し出たいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 次に、（４）番、来年度の委員会管外視察研修に

ついてを議題といたします。 

 ア、日程ですが、例年５月に実施しており、実施

日程を協議いただきたいと思います。 

 まず、事務局から資料の管外行政視察研修日程検

討資料について説明をお願いします。 

 はい。 

○事務局主幹（中川 光典） ＳｉｄｅＢｏｏｋｓの

ほうをご覧いただきたいと思います。ＳｉｄｅＢｏ

ｏｋｓの０６、管外視察研修日程検討資料というも

のがあります。カラーで入っているものです。こう

いったカレンダー形式で入っております。 

  今、委員長のほうからありましたとおりですが、

例年５月に視察研修を行っております。カレンダー

のほう色分けしておりますけども、グリーンで染め

たところがあります。具体的には、第３週の１１日

から第４週の２１日の木曜日までグリーンで染めて

おります。この辺が視察研修に適しています。２泊

３日ですので、必ず連続する３日間を確保していた

だく必要がありますが委員の皆様のご予定を伺いま

して最終決定をしていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。以上です。 

○委員長（石田  清） それでは、５月の１１日か

ら２１日、土日は省きますが、その間で２泊３日の

日程での管外視察研修を予定したいと思いますが、

皆さん、まだ。（「予定は入ってません」と呼ぶ者

あり） 

 特に今のところでも都合が悪い日ってあります

か。 

 特になければ、もう最初の３日、１１、１２、１

３、相手さんが不都合だということだったら、もう

１日ずつずらしていくような格好でしかできんと

思いますので、それで、なるべく早く取って、相手

さんが都合が悪いということであれば１日ずらし

ていくとかいう形でどうでしょうかという協議を

してみていただければありがたいなと。よろしいで

すか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） ということで、まず、だか

ら、第１候補としては１１、１２、１３ですね。予

備日程として、１２、１３、１４という形でずらし

ていくと。 

 ほんで、今後、不都合が起きない限りはこの日程

で実施したいと思いますので、委員の皆さんは予定

の確保をお願いします。 

 次に、視察内容ですが、資料として、これまでの

管外視察実績を添付しております。管内視察のもの

と管外視察のものと表と裏ありますが、管外視察資

料の実績を添付しておりますので、視察内容や視察

先についてご協議いただきたいと思います。ご意見

等をお受けします。 

 委員会を暫時休憩します。 

午前１１時０８分休憩 

──────────────────── 

午前１１時１５分再開 

○委員長（石田  清） 休憩前に引き続き、委員会

を再開します。 

では、一応、まず、テーマとしては医療の関係、

そして、どこにどういう施設があって、どういう業

務を行われとるかっていうことも分からんので、も

し皆さんで思いついたところがあれば、閉会日まで

に、そういう具体的な名前も出しての絞り込みをし

ていきたいというふうに思いますので、よろしくお

願いします。事務局のほうに連絡してください。 
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 それでは、視察内容についてはこの程度にとどめ

させていただきたいと思います。 

 最後に、その他についてですけどね、これ難しい

話なんだけども、過日の議会運営委員会において、

副議長から発言が、こんな発言がありました。今期

の委員会において、重点的に取り組むテーマを１つ

か２つ決めて、それを中心に取り組んでいってはど

うか。各委員会の判断であり、強制ではないという

ようなお話があって、せっかく委員会を構成してる

のに、議案審議だけに絞り込んでしまうのはもった

いないよねっていう素朴なものなんでしょうけど

も、ただ、実際やるとなれば、こういう委員会とし

てチームでやるとすれば、議案審議とは別に出てこ

なきゃいけないというようなこともありますし、皆

さんの負担がどれだけなのか。あるいは、テーマだ

け皆さんとこんなことを、いろんな自分だけの角度

で調べながら、資料整理したり、ちょっとした報告

をしたりというような中で、メールのやり取りぐら

いで、１回ぐらいは集まって、そのことだけを議論

しなきゃいけないと思うんですけども、度々集まっ

て、研究会みたいなことをするっていうことも大変

だなというふうに思ってみたりするんですけどね。 

 はい。 

（「委員長が何を言っているのか全然分からないん

ですが、意図が」と呼ぶ者あり） 

○事務局主幹（中川 光典） 今は休憩中ということ

でよろしいでしょうか。 

委員会中であれば、発言の際は氏名を名のってい

ただきたい。録音して記録を取りますので。 

○委員長（石田  清） あまり委員会中という認識

はなかったので。ちょっとまた、この件はちょっと

……。 

○事務局主幹（中川 光典） 発言者の挙手や指名が

ない場合の発言については暫時休憩を取っていた

だいての進行をお願いしたいです。 

○委員長（石田  清） この件、ちょっと暫時休憩

でやるという。 

午前１１時１７分休憩 

──────────────────── 

午前１１時２３分再開 

○委員長（石田  清） じゃあ、それでは委員会を

再開します。 

 過日、議会運営委員会で副議長から発言があった

ことなんですけども、今期の委員会において、重点

的に取り組むテーマを１つか２つ決めて、それを中

心に取り組んでいってはどうかというような、これ

は各委員会の判断ですが、強制でもないということ

ですけども。 

 それでは、先ほどから意見が出てましたように、

医療を中心にして、下調べを調べてきて、それで、

先進視察までつないでいくいう中でいろいろ勉強

してみようというようなことで、これでよろしいで

しょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） じゃあ、そういうふうに決

定させていただきます。 

 ほかにありませんか。特に今、発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（石田  清） 特にないようですので、以

上をもちまして文教民生委員会を閉会いたします。

お疲れさまでした。 

午前１１時２３分閉会 

──────────────────── 

 


